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院内掲示義務等 

 

2024年度の診療報酬改定を機に、医療法や健康保険法等により、病院内に掲示している書面等を病院ホ

ームページへ掲載することが義務付けられました。 

なお、掲示物は事前の予告なく更新いたします。あらかじめご了承願います。 

 

1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令関係 

当院は保険医療機関の指定を受けています。 

 

2. 療養担当規則等に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項 

（１） 入院基本料に関する事項 

① 一般病棟 

当病棟では、１日に１４人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

８：３０～１６：３０まで 

看護職員 １人あたりの受持ち数は５人以内です。 

看護補助者 １人あたりの受持ち数は８人以内です。 

１６：３０～翌８：３０まで 

看護職員 １人あたりの受持ち数１６人以内です。 

看護補助者 １人あたりの受持ち数は３２人以内です。 

 

② 療養病棟 

当病棟では、１日に１４人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

８：３０～１６：３０まで 

看護職員 １人あたりの受持ち数は６人以内です。 

看護補助者 １人あたりの受持ち数は７人以内です。 

１６：３０～翌８：３０まで 

看護職員 １人あたりの受持ち数は７人以内です。 

看護補助者 １人あたりの受持ち数は１８人以内です。 
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（２） 地方厚生局長へ届け出た全ての届出医療 

① 各種施設基準 

当院は、以下の施設基準に適合するものとして近畿厚生局長に届出を行っています。 

基本診療料 

 

特掲診療料 

 

入院時食事療養 
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② 入院時食事療養 

当院は、一般病床で入院時食事療養（Ⅰ）、療養病床で入院時食事療養（Ⅰ）及び入院

時生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時

（夕食においては午後６時以降）、適温で提供しています。 

 

（３） 明細書の発行状況に関する事項 

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について 

 

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成

２２年４月１日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細

書を無料で発行することと致しました。 

 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成２８年４

月１日より、明細書を無料で発行することと致しました。 

 

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものです

ので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方

への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出

下さい。 

 

3. 施設基準や点数表の算定要件において院内掲示の内容が具体的に示されているもの 

（１） 初診料の注１５・再診料の注１９の医療情報取得加算 

当院は、オンライン資格確認（マイナンバーカードの保険証利用）を行う体制を有し

ており、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行いま

す。 

 

（２） 初診料の注１６の医療ＤＸ推進体制整備加算 

在宅患者訪問診療料（１）の注１３の在宅医療ＤＸ情報活用加算 

当院では、医師等が診療を実施する診察室や在宅診療の場において、居宅同意取得型

を含むオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用し、マイナ保

険証の促進をはじめとする医療 DXを通じて質の高い医療の提供に努めています。 
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（３） 医師事務作業補助体制加算 

急性期看護補助体制加算 

地域包括ケア病棟入院料の注５ 看護補助体制充実加算 

医療従事者の負担軽減及び処遇改善 

 

当院では、医療従事者業務分担推進委員会を設置して、医療従事者の負担軽減及び処

遇改善に資する計画策定と取組を行い、職員への周知を図っています。 

 

１ 医師の業務負担軽減及び処遇改善 

⚫ 医師事務作業補助の活用 

⚫ 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担 

⚫ 当直に対する配慮 

 

２ 看護職員の業務負担軽減及び処遇改善 

⚫ 看護職員と他職種との業務分担 

⚫ 看護補助者の配置 

⚫ 多様な勤務形態の導入 

⚫ 妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する配慮 

⚫ 夜勤負担の軽減 

 

（４） 感染対策向上加算 

院内感染対策に関する取組事項 

 

１ 院内感染対策に関する基本的考え方 

安全な医療の提供のために、病院全体として感染対策に取り組み、院内感染発生

の予防と発生時の速やかな対応を行うことに努めます。 

 

２ 院内感染防止対策に関する取組事例 

院内感染対策委員会を設置し、毎月１回会議を行い感染防止対策に関する事項を

検討しています。また、感染対策チーム（ＩＣＴ）を設置し感染防止対策の実務

を行っています。 

 

３ 抗菌薬の適正使用 

抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っています。院内の抗菌薬の適正使

用について、福井赤十字病院から助言を受けています。 

 

４ 他の医療機関との連携体制 

年２回程度、福井赤十字病院が定期的に主催する院内間対策に関するカンファレ

ンスに参加しています。 
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（５） 患者サポート体制充実加算 

「患者相談窓口」のご案内 

 

療養生活の中で生じる様々な問題や心配事について、患者、ご家族の皆様の立場に立

って、ご相談をお受けする専門の相談員を配置しています。 

 

相談内容について 

⚫ 医療・介護・福祉に関すること 

⚫ 手続きや書類に関すること 

⚫ 経済的な心配や悩みごと 

⚫ 施設・設備について 

⚫ 院内の苦情やご希望、お困りごと 

⚫ その他 

 

相談の内容によっては、相談窓口と各部門が連携して支援します。 

上記について不安やお困りのことがありましたら、患者相談窓口までお声がけ下さ

い。 

 

【対応時間】 

月～金曜日 ８：５０～１２：００、１４：００～１８：３０ 

水曜日  ８：５０～１２：００ 

土曜日  ８：５０～１２：００、１４：００～１７：３０ 

【対応場所】 患者相談窓口（１階ロビー「地域連携カンファレンス室」内） 

【電話番号】 ０７７６－５５－１８８５（直通） 

 

（６） 院内トリアージ実施料 

院内トリアージの実施について 

 

当院は、院内トリアージ実施料を算定する医療機関として地方厚生局に届け出ていま

す。 

「トリアージ」とは、患者さんの重症度や緊急性から診察・治療の優先順位を判断す

ることを指します。 

トリアージ専任スタッフが、問診や測定値から緊急度を推測し、診察を受ける順序を

決めたり、専門医に診療を依頼するかどうかを判断したりすることがあります。 

診察の順番が前後することがありますことをご理解・ご協力いただきますようお願い

いたします。 

 

（７） 生活習慣病管理料（Ⅱ） 

長期処方について 

 

当院では、患者様の状態に応じて、２８日以上の長期処方が可能です。 

なお、長期処方が可能かどうかは病状に応じて医師が判断します。 
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（８） コンタクトレンズ検査料 

コンタクトレンズ診療費に関するお知らせ 

 

当院は、コンタクトレンズ検査料１の施設基準に適合している旨、地方厚生局に届出

を行っています。 

 

１ 初診料及び再診料 

コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診した方は、沿

診療２９１点を算定します。 

また、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は、再診料

７５点を算定いたします。 

 

２ コンタクトレンズ検査料１ 

コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、２００点を算定

します。 

※ 厚生労働省が定める疾病等によっては、上記のコンタクトレンズ検査料では

なく、眼科学的検査料で算定する場合があります。 

 

３ コンタクロンズの診療を行う医師の氏名 

藤本 佳保里 眼科診療経験 ２２年 

 

上記の項目につき、不明な点がございましたら、お気軽に受付窓口にお問い合わせく

ださい。当院職員が、丁寧に説明いたします。 
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（９） 医科点数表第２章第１０部手術の通則の５及び６に掲げる手術 

区分１に分類される手術     手術の件数 

ア 頭蓋内腫瘤摘出術等 ０ 

イ 黄斑下手手術等 ０ 

ウ 鼓室形成手術等 ０ 

エ 肺悪性腫瘍手術等 ０ 

オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 ０ 

区分２に分類される手術     手術の件数 

ア 靱帯断裂形成手術等 ０ 

イ 水痘症手術等 ０ 

ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 ０ 

エ 尿道形成術等 ０ 

オ 角膜移植術 ０ 

カ 肝切除術等 ０ 

キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等 ０ 

区分３に分類される手術     手術の件数 

ア 上顎骨形成術等 ０ 

イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 ０ 

ウ バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉） ０ 

エ 母指化手術等 ０ 

オ 内反足手術等 ０ 

カ 食道切除再建手術等 ０ 

キ 同種死体腎移植術等 ０ 

区分４に分類される手術     手術の件数 

  ５ 

その他の区分に分類される手術    手術の件数 

人工関節置換術 １８ 

乳児外科施設基準対象手術 ０ 

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ０ 

冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないも

のを含む）及び体外循環を要する手術 
０ 

経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的

冠動脈ステント留置術 

 

 

期間：２０２４年１月～１２月 
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4. 保険外負担に関するもの 

（１） 保険外併用療養費 

① 特別の療養環境の提供 

入院にあたり、特別室の利用を希望される場合は、別途室料が必要となります。 

個 室（２０６号室）     1日 ５，５００円 

個 室（２１１・２１２・２１３・２１５・３０８号室） 1日 ４，４００円 

個 室（２０３・２０５・３０３号室）   1日 ３，３００円 

２人室（２０１・２０２・２２２・３０２・３０７） 1日 ３，３００円 

詳細につきましては、受付までお問い合わせください 

 

② １８０日越入院患者 

１８０日を超える入院の取り扱いについて 

 

病院の定めにより、同一の傷病のため、病院に通算１８０日を超えて入院されている

患者様に、特別の料金として、入院医療費（入院基本料）の保険給付から減額される

部分について自己負担をお願いしています。 

 

（１） 入院期間の算定方法 

１８０日の期間は、当院における入院期間だけでなく、他の病院に入院して

いた期間も含まれます。以前、他の病院に入院されており、その後で当院に

入院される場合、他の病院から発行された「退院証明書」を当院にご提出く

ださい。 

① 前回の入院時とは異なる傷病で入院される場合 

② ３カ月以上病院に入院されていない場合 

③ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に３か月

以上入所（入院）されていた場合 

の３つの場合には入院期間は通算されず、次の入院から新たに期間を計算す

ることになります。 

 

（２） 対象となる患者様 

上記の入院期間の計算方法に従い、入院期間が１８０日を超える患者様が当

制度の対象となります。対象となる患者様（又はご家族様）に対しては、事

前に当院よりご連絡・ご説明をさせていただきます。 

また、規定が定めるところの難病や重症等の患者様につきましては、当制度

の対象外となります。 

 

（３） 正確な入院履歴の申告のお願い 

当制度では、入院時に患者様ご自身の入院履歴を正確に病院に申告していた

だくことが義務付けられており、入院履歴等について虚偽の申告を行った場

合には、それにより発生する損失（特別の料金）について、後日費用を請求

させていただく可能性がありますの、十分にご注意ください。 

※ 当制度により患者様にご負担いただく費用は、本来の保険給付分を補填

するものであり、病院の収入増につながるものではありません。 

 

（４） 特別の料金の金額について 

当院では、１８０日を超える入院に係る特別の料金として、２，８６８円／

日のお支払いを対象の患者様にお願いしております。 
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（２） 療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収 

当院では、以下の項目について、その使用料、利用回数に応じた実費負担をお願いし

ています。 

 

１ 文書代 

一般診断書代（内容により金額が異なります）   １，６５０円 

        ２，２００円 

        ３，３００円 

        ５，５００円 

死亡診断書代      ５，５００円 

身体障碍者診断書代      ５，５００円 

成年後見人に係る診断書代     ５，５００円 

生命保険診断書代      ３，３００円 

特定疾患診断書代      ５，５００円 

後遺障害診断書代      ５，５００円 

領収証明書         ５５０円 

オムツ証明書      １，６５０円 

免許証明書       ２，２００円 

障害者控除対象者認定意見書     ２，２００円 

健康診断文書      １，６５０円 

成年後見制度用本人情報シート作成代    ３，３００円 

 

２ 予防接種代 

麻疹       ６，３００円 

風疹       ６，４００円 

麻疹風疹混合      ９，９００円 

おたふくかぜ      ６，４００円 

破傷風       ３，２００円 

ＢＣＧ       ４，２００円 

インフルエンザ      ３，３００円 

肺炎球菌（ニューモバックス）    ７，７００円 

肺炎球菌（ペレベナー）    １０，０００円 

日本脳炎       ５，５００円 

Ａ型肝炎       ７，５００円 

Ｂ型肝炎       ７，５００円 

水痘ワクチン      ８，８００円 

ロタウイルス      ８，８００円 

狂犬病      １５，３００円 

二種混合       ５，５００円 

帯状疱疹      ２０，０００円 

子宮頸がん（シルガード９）    ２６，０００円 

子宮頸がん（ガーダジル）    １６，５００円 

※お住いの自治体の補助額により、お支払いいただく金額が異なります。 

 

３ 日常生活改善のためのサービス 

血液型検査       ５００円／回 

ノロウイルス抗原検査      ３，０００円／回 

コロナウイルスＰＣＲ検査（証明証あり）  １２，６５０円 

コロナウイルスＰＣＲ検査（証明証なし）  １１，０００円 

コロナウイルス抗原検査（証明証あり）   ７，１５０円 
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コロナウイルス抗原検査（証明証なし）   ５，５００円 

コロナウイルス抗体検査（ＩｇＭ／ＩｇＧ）   ７，２００円 

プロペシア       ３１０円／錠 

バイアグラ        １，５５０円／錠 

エニマクリン       １，５５０円／箱 

レビトラ        １，５５０円／錠 

シアリス        １，５５０円／錠 

サンタルタックス２０Ｖ【軽減税率対象 8％】    ４，０００円／箱 

サンテグラジェノックス【軽減税率対象 8％】    ４，６００円／箱 

 

４ その他（患者様がご希望する場合に限ります。） 

診察券再発行代      １００円／枚 

お薬カレンダー代      ７００円／枚 

お亡くなりの際の処置     ３，３００円 

お亡くなりの際の浴衣代     ２，２００円 

処方箋・薬剤郵送代       実費 

テレビ代       ２２０円／日 

 

なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や

「物」についての費用徴収や「雑費」等の曖昧な名目での費用徴収は、当院では

一切行っていません。 

 

令和７年５月１日 現在 

 

 


